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本市におけるインターネット上の誹謗中傷等の防止
及び被害者支援について 
 
 
 



インターネット上の誹謗中傷に関する取組について 

 

１．インターネット上の誹謗中傷等の被害・相談件数について（過去３年分） 

 ・本市を含むさいたま地方法務局管内における人権相談件数 

  令和２年 令和３年 令和４年 

相談総数 4,920 5,906 6,106 

インターネットに関するもの 304 (6.18%) 352 (5.96%) 352 (5.76%) 

 

２．インターネット上の誹謗中傷等の被害防止及び相談支援に関する施策・取組

内容 

（１）被害防止に関する取組・施策 

・インターネットモニタリング事業…北足立郡市町同和対策推進協議会（川

口市や上尾市等、近隣 14 市町で構成）が連携をして、インターネット上

の掲示板で同和問題等の人権問題に関するキーワードを検索し、問題の

ある書き込みを確認の上、さいたま地方法務局へ削除要請をするもの 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 

削除要請件数 28 件 27 件 ４件 

 

（２）相談支援に関する取組・施策 

  人権擁護委員による人権相談 

① 市内における人権相談…毎月第２木曜日に市内４か所で、対面型によ

り実施 

② 常設人権相談…法務局における電話やインターネットにより実施 

 

 （３）被害防止及び相談支援に関する啓発・周知に関する取組・施策 

  ①令和３年度市内企業等人権問題研修会 

   演  題 「インターネット（ＳＮＳ）と人権」 

   講  師 森 雅人（一社 日本刑事技術協会 理事） 

実施期間 令和３年８月２日～８月３１日 ※オンライン開催 

視 聴 数 2,166 回 

 

令和５年７月２５日 

市民局市民生活部人権政策・男女共同参画課 



   ②令和４年度マッチングファンド一般助成事業  

   事業名 「保護者向けＳＮＳの使い方講座～わが子を被害者にしない！

加害者にしない！ために～」※市民活動団体 Smile daisy との協働事業 

   内容・視聴数 

内容 視聴者数 

未就学児編 １０８件 

小学校低学年編 １０５件 

小学校中学年編 ９４件 

小学校高学年編 １３５件 

    ※合計視聴数 ４４２件 

実施期間 令和４年１０月３日～２０日 ※オンライン開催 

 

  ③令和４年度北足立郡市町人権フェスティバル 

   講演会 「インターネットと人のかかわり合い ～突然、僕は殺人犯にさ

れた～」 

   講 師 スマイリーキクチ氏 

   開催日 令和４年１０月２１日 

会 場 朝霞市民会館 

   来場者 ６４１人 

   ※北足立郡市町同和対策推進協議会による共催 

 

④市ホームページによる相談先の周知 

別紙参照 

 

⑤人権啓発冊子「私たちの人権」による周知 

   発行部数 3,000 部 

   配 布 先 図書館、コミュニティセンター、公民館、支所を通じての配布 

 

３．その他：資料等 
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２ 本市におけるインターネット上の誹謗中傷等の被害防止及び相談支援に関する施策・取組内容 
 ⑴本市におけるネット上の誹謗中傷等の被害防止に関する取組・施策 
 ⑶本市におけるネット上の誹謗中傷の被害防止及び相談支援に関する啓発・周知に関する取組・

施策 
① スマホ・タブレット安全教室 

   ア．業務の目的 
     児童生徒がスマートフォンやタブレットを安全に使うことができるようにするために、

専門家から助言を受ける機会をもつとともに、学校と家庭の連携を深める。 
 
   イ．業務内容 
     市立全小・中・高等・中等教育・特別支援学校 全１６８校で、スマートフォンやタ

ブレットの利便性、インターネット等を使用する際の注意点（危険やトラブルを回避す
るための方法等）について専門家の話を聞く。 

 
   ウ．過去３年間の実績 
    ・令和３年度…全校実施 

（参加人数 小学校 16275 人、中学校 26727 人、中等・高等 1964 人） 
  ・令和４年度…全校実施 

（参加人数 小学校 16543 人、中学校 26613 人、中等・高等 2170 人） 
    ・令和５年度…全１６８校で実施予定 
 

② メディアリテラシー出前講座（含 さいたま市子育て講座） 
   ア．業務の目的 

ネットトラブルから子どもたちを守るために、保護者をはじめとする子どもを取り巻
く大人たちが、インターネットや、携帯電話・スマートフォン等に関する現状や課題を
理解し、子どもたちに指導できるようにする。 

 
   イ．業務内容 

市立学校に在籍する児童生徒の保護者・ＰＴＡ協議会等の団体・域住民等に対し、教
材を活用し、携帯電話やスマートフォン等を子どもに所持させる時の注意事項や、家庭
でのルールづくり等に関する講義・演習を行う。 

 
   ウ．過去 3 年間の実績 
    ・令和３年度…４件（学校４ ※内１校は動画配信）   参加人数 316 人・62 視聴 
    ・令和４年度…19 件（学校 16、PTA 団体３、公民館１） 参加人数 1922 人 
    ・令和５年度…７件（学校４、幼稚園１、市立図書館１、公民館１） 



デジタル・シティズンシップ教育の推進デジタル・シティズンシップ教育の推進

【目的】児童生徒が携帯電話・スマートフォンやインターネットを安全に
使うことができるようにするために、専門家から助言を受ける機会をもつ
とともに、学校と家庭の連携を深める。

専門家によるスマホやインターネット
等の利便性、危険性、危険やトラブル
の回避方法を指導︕ 安全教室実施後、事後アンケートを

実施し、子どもの理解度を確認︕

①「スマホ・タブレット安全教室」※市内全児童生徒対象
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デジタル・シティズンシップ教育の推進デジタル・シティズンシップ教育の推進

②「メディアリテラシー出前講座」※保護者、地域住民等が対象

指導主事が講師となり、
メディアリテラシーの基
本的な知識や考え方につ
いて、講義・演習を通し
て学習︕

【目的】ネットトラブルから子どもたちを守るため に、保護者 をはじめと
する子どもを取り巻く大人たちが、 インターネットや、携帯電話・ スマー
トフォン 等のICT機器 に関する 現状や課題を理解し 、子どもたちに指導
できるようにする。

７月２５日 政策条例検討プロジェクト
チーム会議 第２回 資料
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指導２課 

 

１ さいたま市教育委員会独自の調査で、 

「パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」と回答した件数（件） 

 

 小学校 中学校 合計 

令和４年度 ３７ ４９ ８６ 

                         ※さいたま市独自の調査による。 

２ 関連する現状の取組 

  

⑴「児童生徒の心のサポート手引き いじめに係る対応（令和５年４月改訂）」に、ネット上の不適切な書き込

みへの対応フロー図を記載。 
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⑵「さいたま市子ども会議」での取組について 

 ア 平成２６年８月７日採択 「いじめ撲滅！さいたま宣言」 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 平成３０年度、令和元年度採択 「SNS によるいじめをなくすために大切にしたいこと（指針）」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


